
報告４

全国知事会事務局職員等の服務に関する規則の一部

改正について

平成２２年７月１６日
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全
国
知
事
会
事
務
局
職
員
等
の
服
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

全
国
知
事
会
事
務
局
職
員
等
の
服
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
第
四
条
、
第
六
条
、
第
十
五
条
、
及
び
別
表
一
の
一
部
改
正
）

第
四
条
第
五
項
の
次
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
週
休
日
及
び
一
週
間
の
勤
務
時
間
等
）

第
四
条

６

事
務
総
長
は
、
職
員
が
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
場
合
、
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
を
行
う
施
設
に
子
を
迎
え
に
行
く
場
合
、
又
は
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
す
る
場
合
に
は
、
業
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
の
次
に
、
次
の
二
項
を
加
え
る
。

（
超
過
勤
務
）

第
六
条

業
務
の
都
合
に
よ
り
、
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
若
し
く
は
休
日
に
勤
務
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

事
務
総
長
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
、
ま
た
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
の
介

護
す
る
職
員
が
介
護
の
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場

合
を
除
き
、
超
過
勤
務
（
災
害
、
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３

事
務
総
長
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
、
又
は
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が

当
該
要
介
護
者
を
介
護
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ

る
場
合
を
除
き
、
一
月
に
つ
い
て
二
十
四
時
間
、
一
年
に
つ
い
て
百
五
十
時
間
を
超
え
て
、
超
過
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
第
一
項
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

(

育
児
休
業
等)

第
十
五
条

職
員
は
、
事
務
総
長
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
職
員
の
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め
、
当
該
子
が
三
歳
に
達
す
る
日
ま
で
、
育
児
休
業
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を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
子
に
つ
い
て
既
に
育
児
休
業
（
当
該
子
の
出
生
の
日
か
ら
当
規
則
別
表
第
一
に
定
め
る
特
別
休
暇
の
う
ち
出
産
に
よ
り
職
員
が
勤
務
し
な
い

こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
と
し
て
出
産
の
日
後
八
週
間
目
に
あ
た
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
職
員
（
当
該
期
間
内
に
産
後
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
職
員

を
除
く
。
）
が
当
該
子
に
つ
い
て
し
た
最
初
の
育
児
休
業
を
除
く
。
）
を
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
規
程
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
表
一
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

別
表
一

休
暇
の
種
類

休

暇

の

原

因

承

認

を

与

え

る

期

間

年
次
休
暇

一
年
（
暦
年
）
に
つ
き
二
十
日

病
気
休
暇

負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

療
養
に
要
す
る
期
間
（
但
し
、
結
核
性
疾
患
、
悪
性
新
生
物
疾
患

及
び
中
枢
神
経
系
の
血
管
損
傷
に
あ
っ
て
は
一
年
以
内
、
そ
の
他

の
業
務
外
の
傷
病
は
九
十
日
以
内
）

特
別
休
暇

一

選
挙
権
等
公
民
の
権
利
行
使
の
た
め

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間

二

証
人
、
参
考
人
等
の
た
め
官
公
署
へ
出
頭
の
た
め

同
右

三

骨
髄
液
提
供
の
た
め
の
入
院
（
配
偶
者
、
父
母
、

同
右

子
及
び
兄
弟
姉
妹
の
た
め
を
除
く
）
の
た
め

四

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
社
会
貢
献
）
の
た
め
（
親
族
の

五
日
以
内

た
め
を
除
く
）

五

結
婚
休
暇

連
続
す
る
五
日
以
内

六

産
前
産
後
の
た
め

出
産
予
定
日
前
六
週
間
に
当
た
る
日
か
ら
出
産
の
日
後
八
週
間
目

に
当
た
る
日
ま
で
の
期
間

七

授
乳
の
た
め

生
後
一
年
未
満
の
子
供
を
育
て
る
職
員
が
授
乳
の
た
め
一
日
二
回

そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
以
内

八

配
偶
者
の
出
産
の
た
め

二
日
以
内

九

男
性
職
員
が
育
児
に
参
加
す
る
た
め

配
偶
者
の
産
前
産
後
休
暇
の
期
間
中
、
五
日
の
範
囲
内

十

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
看
護

一
人
の
場
合
は
五
日
以
内
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休
暇

二
人
以
上
の
場
合
は
十
日
以
内

十
一

要
介
護
者
の
短
期
介
護
の
た
め

要
介
護
者
が
一
人
の
場
合
は
五
日
以
内

要
介
護
者
が
二
人
以
上
の
場
合
は
十
日
以
内

十
二

忌
引
き

別
表
二
に
定
め
る
連
続
す
る
期
間
（
遠
隔
地
の
場
合
、
往
復
に
要

す
る
日
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
）

十
三

父
母
の
祭
日
の
た
め

一
日
以
内

十
四

夏
季
の
健
康
増
進
等
の
た
め

七
月
か
ら
九
月
に
お
い
て
三
日
（
週
休
日
等
を
除
く
原
則
と
し
て

連
続
す
る
日
）
以
内

十
五

地
震
火
災
等
の
た
め
職
員
の
現
住
居
が
損
壊
等

七
日
以
内

し
た
た
め

十
六

地
震
火
災
交
通
機
関
の
事
故
等
の
た
め

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間

十
七

地
震
火
災
等
災
害
時
に
お
け
る
危
険
回
避
の
た

同
右

め
や
む
を
得
な
い
場
合

十
八

そ
の
他
会
長
が
認
め
る
場
合

同
右

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。
（
※
注

施
行
日
は
議
決
さ
れ
た
日
と
す
る
。
）

（
改
正
事
由
）

育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
、
超
過
勤
務
の
制
限
、
特
別
休
暇
に
つ
い
て
国
家
公
務
員
に
係
る
制
度
改
正
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
に

準
じ
、
同
様
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
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全
国
知
事
会
事
務
局
職
員
等
の
服
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
案
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
週
休
日
及
び
一
週
間
の
勤
務
時
間
等
）

（
週
休
日
及
び
一
週
間
の
勤
務
時
間
等
）

第
四
条

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

第
四
条

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
）
と
す
る
。

い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
）
と
す
る
。

２
～
５
（
略
）

２

勤
務
時
間
は
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
週
間
に
つ
き
三
十
八
時
間
四

十
五
分
と
す
る
。

３

前
項
の
勤
務
時
間
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い

て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と

す
る
。

４

勤
務
時
間
は
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

但
し
、
事
務
総
長
は
前
二
項
に
規
定
す
る
範
囲
で
通
勤
事
情
等
を
勘
案

し
て
、
別
に
勤
務
時
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
勤
務
時
間
の
う
ち
に
は
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
休
憩

。

時
間
を
お
く

６

事
務
総
長
は
、
職
員
が
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を

養
育
す
る
場
合
、
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
施
設
に
子
を
迎
え
に
行
く
場
合
、
又
は
要
介

護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
す
る
場
合
に
は
、
業
務
の
運

営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅

出
勤
務
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
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（
超
過
勤
務
）

(

超
過
勤
務)

第
六
条

業
務
の
都
合
に
よ
り
、
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
若
し
く
は
休

第
六
条

業
務
の
都
合
に
よ
り
、
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
若
し
く
は
休

日
に
勤
務
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
に
勤
務
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

事
務
総
長
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育

す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
、
ま
た
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ

る
者
の
介
護
す
る
職
員
が
介
護
の
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請

求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
超
過
勤
務
（
災
害
、
そ
の
他
避
け
る
こ
と

の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
。

３

事
務
総
長
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職

員
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
、
又
は
要
介
護
者
の
あ

る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当

該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が

著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
一
月
に
つ
い
て
二
十
四
時
間
、
一
年

に
つ
い
て
百
五
十
時
間
を
超
え
て
、
超
過
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

(

育
児
休
業
等)

(

育
児
休
業
等)

第
十
五
条

職
員
は
、
事
務
総
長
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
職
員
の
三
歳

第
十
五
条

職
員
は
、
事
務
総
長
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
職
員
の
三
歳

に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め
、
当
該
子
が
三
歳
に
達
す
る
日
ま
で
、

に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め
、
当
該
子
が
三
歳
に
達
す
る
日
ま
で
、

育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
子
に
つ
い
て
既
に
育
児
休
業
（
当
該
子
の
出
生
の
日
か
ら

当
規
則
別
表
第
一
に
定
め
る
特
別
休
暇
の
う
ち
出
産
に
よ
り
職
員
が
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
と
し
て
出
産
の
日
後
八
週
間
目
に
あ
た

る
日
ま
で
の
期
間
内
に
職
員
（
当
該
期
間
内
に
産
後
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
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な
か
っ
た
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
に
つ
い
て
し
た
最
初
の
育
児
休
業

を
除
く
。
）
を
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
規
程
で
定
め
る
特
別
の
事
情

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２
～
７
（
略
）

２
～
７
（
略
）

別
表
一

別
表
一

休
暇
の
種
類

休

暇

の

原

因

承

認

を

与

え

る

期

間

休
暇
の
種
類

休

暇

の

原

因

承

認

を

与

え

る

期

間

年
次
休
暇

一
年
（
暦
年
）
に
つ
き
二
十
日

年
次
休
暇

一
年
（
暦
年
）
に
つ
き
二
十
日

病
気
休
暇

負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必

療
養
に
要
す
る
期
間
（
但
し
、
結
核
性
疾
患
、

病
気
休
暇

負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要

療
養
に
要
す
る
期
間
（
但
し
、
結
核
性
疾
患

要
が
あ
る
場
合

悪
性
新
生
物
疾
患
及
び
中
枢
神
経
系
の
血
管
損

が
あ
る
場
合

、
悪
性
新
生
物
疾
患
及
び
中
枢
神
経
系
の
血

傷
に
あ
っ
て
は
一
年
以
内
、
そ
の
他
の
業
務
外

管
損
傷
に
あ
っ
て
は
一
年
以
内
、
そ
の
他
の

の
傷
病
は
九
十
日
以
内
）

特
別
休
暇

業
務
外
の
傷
病
は
九
十
日
以
内
）

特
別
休
暇

一

選
挙
権
等
公
民
の
権
利
行
使
の

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間

一

選
挙
権
等
公
民
の
権
利
行
使
の
た

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間

た
め

め

二

証
人
、
参
考
人
等
の
た
め
官
公

同
右

二

証
人
、
参
考
人
等
の
た
め
官
公
署

同
右

署
へ
出
頭
の
た
め

へ
出
頭
の
た
め

三

骨
髄
液
提
供
の
た
め
の
入
院
（

同
右

三

骨
髄
液
提
供
の
た
め
の
入
院
（
配

同
右

配
偶
者
、
父
母
、

子
及
び
兄
弟
姉

偶
者
、
父
母
、

子
及
び
兄
弟
姉
妹
の

妹
の
た
め
を
除
く
）
の
た
め

た
め
を
除
く
）
の
た
め

四

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
社
会
貢
献
）

五
日
以
内

四

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
社
会
貢
献
）
の

五
日
以
内

の
た
め
（
親
族
の

た
め
を
除
く
）

た
め
（
親
族
の

た
め
を
除
く
）

五

結
婚
休
暇

連
続
す
る
五
日
以
内

五

結
婚
休
暇

連
続
す
る
五
日
以
内

六

産
前
産
後
の
た
め

出
産
予
定
日
前
六
週
間
に
当
た
る
日
か
ら
出
産

六

産
前
産
後
の
た
め

出
産
予
定
日
前
六
週
間
に
当
た
る
日
か
ら
出

の
日
後
八
週
間
目
に
当
た
る
日
ま
で
の
期
間

産
の
日
後
八
週
間
目
に
当
た
る
日
ま
で
の
期

七

授
乳
の
た
め

生
後
一
年
未
満
の
子
供
を
育
て
る
職
員
が
授
乳

間

の
た
め
一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
以
内

七

授
乳
の
た
め

生
後
一
年
未
満
の
子
供
を
育
て
る
職
員
が
授

八

配
偶
者
の
出
産
の
た
め

二
日
以
内

乳
の
た
め
一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
以
内
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八

配
偶
者
の
出
産
の
た
め

二
日
以
内

九

男
性
職
員
が
育
児
に
参
加
す
る

配
偶
者
の
産
前
産
後
休
暇
の
期
間
中
、
五
日
の

九

忌
引
き

別
表
二
に
定
め
る
連
続
す
る
期
間
（
遠
隔
地

た
め

範
囲
内

の
場
合
、
往
復
に
要
す
る
日
を
加
え
る
こ
と

十

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る

一
人
の
場
合
は
五
日
以
内

が
で
き
る
）

ま
で
の
子
の
看
護
休
暇

二
人
以
上
の
場
合
は
十
日
以
内

十

父
母
の
祭
日
の
た
め

一
日
以
内

十
一

要
介
護
者
の
短
期
介
護
の
た

要
介
護
者
が
一
人
の
場
合
は
五
日
以
内

十
一

夏
季
の
健
康
増
進
等
の
た
め

七
月
か
ら
九
月
に
お
い
て
三
日
（
週
休
日
等

め

要
介
護
者
が
二
人
以
上
の
場
合
は
十
日
以
内

を
除
く
原
則
と
し
て
連
続
す
る
日
）
以
内

十
二

地
震
火
災
等
の
た
め
職
員
の
現

七
日
以
内

十
二

忌
引
き

別
表
二
に
定
め
る
連
続
す
る
期
間
（
遠
隔
地
の

住
居
が
損
壊
等

し
た
た
め

場
合
、
往
復
に
要
す
る
日
を
加
え
る
こ
と
が
で

十
三

地
震
火
災
交
通
機
関
の
事
故
等

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間

き
る
）

の
た
め

十
三

父
母
の
祭
日
の
た
め

一
日
以
内

十
四

地
震
火
災
等
災
害
時
に
お
け
る

同
右

十
四

夏
季
の
健
康
増
進
等
の
た
め

七
月
か
ら
九
月
に
お
い
て
三
日
（
週
休
日
等
を

危
険
回
避
の
た

め
や
む
を
得
な
い
場

除
く
原
則
と
し
て
連
続
す
る
日
）
以
内

合

十
五

地
震
火
災
等
の
た
め
職
員
の

七
日
以
内

十
五

そ
の
他
会
長
が
認
め
る
場
合

同
右

現
住
居
が
損
壊
等

し
た
た
め

十
六

地
震
火
災
交
通
機
関
の
事
故

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間

等
の
た
め

十
七

地
震
火
災
等
災
害
時
に
お
け

同
右

る
危
険
回
避
の
た

め
や
む
を
得
な

い
場
合

十
八

そ
の
他
会
長
が
認
め
る
場
合

同
右




